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3. 翠業労働力配分のi誇造

以上で土地所有什イクノレに焦点をあてて伝統的

な農村の世椛形成システムの崩壊の様相を考察し

てきたが， ここで角度をかえて家族サイクル，と

くに労働力サイクルの側面からうかがえる諸問題

の考察をしてみたい。

伝統的世情形成システムにおいても土地所有サ

イクノレと家族労働力サイクノレの不均衡が生じる条

件はある。ヒi也集積があるにもかかわらず家族労

働力がきわめて少ないとか，または，逆に士地が

少なく家族労働力がきわめて多いなどの場合であ

る。しかしこのような不均衡は親族共同体の相互

扶助による労働力の補充や，外からの労働力の補

充によって是正されうる。たとえば養子（Luk
プンタ

Buntham）を迎え入れたり，固定的な雇用人（Luk
，十一 J グ

Cang）を雇うことによって相互の労働カの過剰，

不足を補うことができる。パーンプラーオの二つ

の区では少なくとも 2戸の農家が雇用人を雇ャ，
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,j～5戸の農家が養子を迎え入れている。このよ

うにして一時的な労働力の不均衡を是正し，また

養子にも土地相続を可能な限り行なうことによっ

て士地所有サイクルと労働力サイクノレの不均衡を

是正してゆく。しかし，ある時点からこの不均衡

が，構造化し，一方においては土地が過剰で労働力

不足の世帯と，他方においては土地が不足し労働

力が過剰な世帯とが併存する状況が生じる。とく

にこの不均衡の状況が商品経済による外からの土

地と労働力の吸収によって構造化されるときわめ

て複雑な事態どなることが予想される。

商品経済の影響下における現在の労働力配分の

状況を分析してみると次のとおりである。

調査農家経営57戸（第9区17戸，第12区40戸） :/]: 8), 

の子供の人数は第3表のとおり通常2～自名であ

り，当然のことながら人数の多少は世帯主の年齢

に比例し，世帯主が若いほど子供が少なくなる傾

向にある。これは年齢的な理由のほか，最近の生

活費の高騰により子供数の抑制が必要という認識

が若い世代に生じてきたためと思われる。ところ

できわめて特徴的であるのは，子供の人数が以上

のようなバラツキを示すにもかかわらず，子供の

うち農業に従事する者の人数は，ほとんど例外な

く1～3人に集中している点である。子供の農業

従事人口がOなのは，幼児，児童，就学中生徒を

もっ若い世代の世帯と，子供に中等，高等教育を

受けさせている富裕な世帯である。子供の農業従



第 3表 子供数とj農業従事労働者・数別世帯分布

第 9 区第 12 r叉

！ω！（副（C) (A）制約

O（人） o(Ti) 3 o!o(r『i)' 13 0 
l 1 2 O I :1 7 I 
2 2 (; 8 I 6 8 JG 
:l 1 1 1 4 9 7 

,1 :l l 2 ! G : 1 7 
5 0 1 1:,1 i 2 7 
fl 4 0 l t 4 I O l 
7 ,3 0 1!4 1 0 1 

8 :o O Oi5 i O 0 
9 10 0 Oil O O 
10 '0 0 Oil O 0 
11 !O O 012 0 o 

平均 4.4（人i 2.1 3.21 s.1 I 1.6 3.3 

（注） (X：子供数別世帯分布。（BJ農業従事子供数日lj刊：

帯分布。（い全農業従事者数別世帯分街。

事人口が4～5人いる世帯も 5件あるが，これは

次のようにやや特殊なケースであるとみられる。

第 9区の例では， No目 2-5人；保有地22ライ

に小作地30，計52ライを経営。 No.22-4人；自

作地14ライに小作地17ライ，計31ライを経営。第

12 iz<.：の例では， No.14-5人；自作地 75ライ。

No. 18-4人；自作地126ライ。 No.47 -~ 4人； i'J

1乍地38ライに小w地 30弓イ，百十 68ライを経常。

つまり第9区No.22を除くとこれだけの労働力が

必要な経営規模または保有規模をもつのである。

第3表に見られるように，上にみた子供の農業

第4表農業従事人口 l人当りの経営面椛

第 9 r~ ；』； 12 JX. 左I込I 

5ヲイ未満 。 2 :i 
5-7.5 4 5 

7.5-10 6 ]() 

10--12.5 7 

12.5← 15 4 5 
15-17.5 “ ‘》 10 
17.5-20 l 3 
20-22.5 4 ‘】

22.5-25 。 2 ., ‘》

25-27.5 l 。 l 
27.5← 30 。 。 。
30以上 2 l 

ft ITJJ 40 57 
ヰペ 均 14.6ライ 12.2 12.8 

ク 1:Kl'「農業の経済構造

従事：人口に，両親の労働力人口を加えた農業従事

人口は大体2-5人の聞に分布する。経営面積と

比ぺて農業従事人口が意外と少ないように思われ

る。この点をもう少しみると次のとおりである。

農業従事人口 1人当りの経営面積は第4表のと

おりで，！）－22.5ライの聞に86%が分布している。

1人当り7.5ライ未満の農家経営層に注目すると，

第9区1戸，第四区6戸である。第9区No.22は

5人の労働力で31ライを経営するが，この経営規

模では不十分とみられ，農作業の合聞に日雇に

出る。第12区の場合 No.23, No. 30, No. 31, 

No.50の4戸は，すべて農作業の合間に日雇に出る

(No. 41は1人当り5.8ライだが，娘婿がトラック運転

手て升1000パーツの収入があるため日雇はしない〉。

l人当り経営面積が少ない農家は，それが大き

い農家経営に対して労働カの提供を行なうことが

上の例からも予想される。

実は以上のような 1人当り経営面積の比較は，

小作条件の安定度，土地生産性などをあわせですき

えなければ不十分で、ある。

小作契約期間は原則として l年であり，更新を

重ねる。ただしこの地方では 3年契約もあって比

第5表作付面積当り収量 （単位．タング／ライ）

20タング未満 : 2P 
20-21 ' 2 
21-22 5 
22-23 5 

23-24 6 
24-25 4 
25-26 8 
26-27 2 

27-28 3 
28-29 7 
29-30 : 0 
30-31 5 

31← 32 3 
32-33 I 3 

33タング以上 i 2 

計 57
平 均 26.2タング

〈注〉 1タング Thang=20C今10-llkg（籾〕

2ラ



較的契約はゆるやかである。しかし，同じ小作地

を5年以上小作している例がほとんどないことか

らみて，小作条件は安定してU、るとはいえない。

1970～71年は米価が暴落した年であるため，米作

選好が鈍り，比較的簡単に小作地が入手でき， 71

{f.に新規に小作地を確保した例が 9I＞＜：で '1Fi, 12 

Kで2F＂あった。

土地生産性は平地の固と傾斜地の回とでは異な

るであろうし，洪水や水不足による被害の有無に

よって異なるであろう。農業経営を行なっている

とみなせる57戸の作付面積当収量は第 5表のとお

りである。ライ当り21-26タングがもっとも多く

28戸（約半分）ある。しかし28タング以上の収量をあ

げている農家も却戸ある。平均すると57戸の1ライ

当り収量は 26.2タングである。限られた農業経営

世帯の生産性としてはあまり高いとはいえなU、。

のちにやや詳しくみるように，農業経営の支出

に占める日雇労賃支払額の大きさはきわめて広範

にみられる現象であり，少なくとも所有形態と直

接の閣係はないようである。上に考察したように

特定の農家にとっては労働力の不足現象が顕著で

ある。この不足分を補うのが日雇労働力ではない

だろうか。このことを立証するためには， 1人当

り経営面積と日雇労賃支払額の問の相関関係を立

証する必要がある。のちに考察するようにこの点

はほぼ立証される。

経営面積に対して労働力が過剰の場合は， 1人

当り経営面積が少なく，したがって基本的には自

家労働によって経営を行なうことができる。しか

し経営面積に対して労働力が不足の場合は，この

不足分を一部は労働力が過剰な農業経営から，そ

して一部は日雇労働者世帯やそれと農業経営との

限界にある世帯から調達しなければならない。こ

の補充労働力に対して支払われる対価が日雇労賃
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となる。一見したところ不合理にみえる日雇労賃

支払額の大きさは，所有形態や経営規模のいかん

を問わず，自家労働力不足分の補充を日雇労働力

に依存して行なった結果であり，きわめて合理的

な措置なのである。

日雇労働力を供給するのは，大体歩いてあるい

は自転車に乗って行ける範囲の人びとといわれて

いるo 背は田植や稲刈りのときには，日雇労働者

は東北地方（I回 n）から来たといわれる。現に調査

した中で数人，東北から日雇労働者としてこの地

方へ出稼ぎに来て，そのまま結婚し住みついた人

もいた。少なくとも40年前まで，つまり1930年代

までは東北地方からの出稼ぎ労働力が農繁期の労

働力不足を解消するため利用されたといわれる。

もっともこの東北地方からの日雇労働者の役割の

重要性は実際以上に誇張されているようにも思わ

れるC/t9）。ともあれ，現在この東北地方からの出

稼ぎ労働者はこの地方では見られず，在地の日雇

労働者がこれに代わっている。

第2表でみたように世帯主が日雇労働者の世帯

は，第9区と第12区を合わせると80戸のうち少な

くとも14戸は存在する。この日雇労働者世帯の労

働力は特定の農業経営の労働力不足を補充する第

1の源泉である。また第2の源泉は所有形態を問

わず，経営面積に対して農業従事人口が過剰な農

家の労働力である。このような農家は家族のうち

のだれかが，不定期に農作業の日雇や物売（たと

えばイモやバナナを揚げた菓子〉などによって農外

収入をえるのが普通である。

おそらく商品経済が十分浸透しない時代の特定

の農家の労働力不足は一時的なものであり，親族

共同体内部の相互扶助や個々の農家の双務的労働
トゥ ．レ ング

力の交換（「ゆい」に相当。この地方では ThoeRaeng 

く力の確保＞と呼ばれる〉によって解消されたので



あろう。ところが土地所有の不平等，農業従事労

働力の不平等，都市化による労働力流出などのた

め，これら相互扶助では補充できない労働力の配

分構造が成立し，これを補充するために日雇労働

力への依存が定着化したのではないかとみられ

る。現在でもとくに収穫期にはトウー・レーング

の慣習はまだかなり広範に見られるが，田植期の

不足労働力はほとんど日曜にとって代わ九れてい

る。ナコンナーヨック県の日雇労賃の相場は苗取

100ガム（東〉当り 15パーツ，田植1ライ当り20-

25パーツ，稲刈lライ当り25-30パーツ程度とみら

れる（注10）。パーンプヲーオの例ではこのほか水牛

の労賃は半日（約5時間）で＇10パーツ（水牛を連れ

てくる場合。人力のみだと 5パーツ〕，脱穀は 10ー 15

ノミーツ，選籾は 5-10パーツくらいといわれる。

このように日雇労賃の相場が成立しているという

ことは，日麗労働力の利用が決して例外的現象で

はなく，すでに日雇労働力の市場が成立している

ことを意味すると考えられる。

先にみたように農業に従事する子供の数は 1-

3名に集中し，家族のうち農業に従事する労働力

は2-5名が普通である。全体としては農家の所

有規模，経営規模は縮少することが予想されるに

もかかわらず，特定の農業経営にとっては土地に

対する労働力の相対的不足があり，他方に労働力

に対する土地の相対的不足があって，この双方が

相殺しあうことによって，技術と農産物価格が不

変とし、う条件の下では一種の均衡が保たれてい

る。この現象は，伝統的な農村の世帯形成システ

ムの中から生じてきたとも考えられ，すでにこの

村の開発当初から見られた現象であるかもしれな

い。しかし少なくとも現在に特有なのは次の諸点

であろう。

第lにこの地域はバンコクから1附キロメートル

タイ米作操業の経済構造

余の交通の便利な地点にあり，都市の雇用という

Pull要因の恩恵に浴することができる。第2に特

にこの1971年に顕著にあらわれたように，米価水

準の低さと米作コストの上昇の結果としての鎖状

価格のため米作の選好が純化した。第3に，消費生

ik農業経営に占める現金支出の比重が増大したの

以上の結果としてまず第 lに農民は農業，米作

による収益と農外雇用による収入との比較をかな

り意識的に行なうことのできる状況にある。かな

り長期的な見通しにたった選択としては，子供の

教育と軍人，教師などの専門職への就職があり，

とくに富裕な農家の志向する選択である。次にご

く普通の農民が行なう選択としては，ある場合に

は積極的な家計確立の方策として，またある場合

にはやむをえない家計補充の方策として，世帯員

の一部たとえば子供，夫婦が出稼ぎを行なう。農

外収入はある場合には現金収入という点で農業収

入より確実である。とくに異常な低米価のこの

1971年には，地域によっては小作地を主とする農

業経営よりも，出稼ぎの方が“楽でしかも借金が

残らない”（注11)という状況があった。この低米価

水準を前提とする限り，農業経営に最低限の労働

力を確保し，不足分は日雇労働力に依存して日雇

労賃を支払っても，相対的に安定した農外収入に

収入の重点をおく行為はきわめて合理的である。

米価水準（一般的には農産物価格水準）は土地の所

有形態，経営条件（小作条件など）の安定などとな

らんで，都市と農村の労働力配分に重大な影響を

与える要因である。

第2に労働力配分に重大な影響を与えるのは消

費生活，農業経営における現金支出の比重の増大

であり，このことは農家の籾の販売の際の特色に

さえみられる。

自給の原則からみて普通農家は収穫した籾のう

27 



t,:t/H氏：！・・-:1クイアン（Kuian，煎：；uとしてほl:l:トン

に相：inを自家飯米として確保し，残余の籾をi阪

必するのがきわめて自然のように忠われる。とこ

んが一見して貧しいと観察される農家に限って l~l

家販米分さえれ収穫後ただ九に販屯してしまうの

である。盟rna，米倉がない，精米のための輸送

が面倒である唱たどとされるが，実際は収穫後た

だちにまとまっfこ現金が必要のためとみられる。

このような農家は蔑閑期の飯米は日属労働などで

得た農タト収入の現金を支払って市場から 1袋（100

キロ〕当たり 200ノミーツ前後で購入するのが普通

である。

自家飯米分すべて，あるいはその品部をも収穫

時に販売し，自家飯米（および飼料，物々交換月］〉

を 1 クイアン以下しか残さぬ農家はとの農業経’~！；

世帯57戸中21:fiにも達するO

4. 役畜，用具に関する補論

水牛の頭数は第6表に示すとおりであり，経営規

模との関係は必ずしもない。理由左して次のよう

なことが考えられる。（1)水牛が資産としての意味

をもつこと，（2）所有飼育頭数のうち実際に労役に

使用できる頭数は限られてくること（たとえば子守ユ

は役高とな｛むなしつ，（3）排転の一部はトラクターに代

わられつつあること（特に策9医の数戸）， (4）経営

条件が不安定で飼育のための草地がないことなど

である。ある場合l主賃借して利用する方カ1使利で

あり，第91;,U件 CH・5頭〕，第121孟6件 Ci¥s頭）

の賃借例があり，普通賃借料は籾で20-40タンゲ，

現金で5（｝ー1印パーツ程度である（第13表〕。

水牛の価格は子牛で却00パーツ程度であり， 1 

年の家計の現金支出が平均4000パーツ前後とみら

れる農家にとヮて水牛の購入は相当な負担である

が，資産としては士地より安くく1ライ：・lOOO～9000
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ノミーツ），また処分が容易なためか，好んで飼育さ

れる。作業への使用度の点では全体として土地に

対して過剰であるとみられる。

農家の農業用具としては木製の整，鍬，回転式

庶箕などがごく普通に見られる。なお最近動力付

腸水機が数戸に導入されたが，この購入の斡旋は

農民会が行なっている。

チャンレーカの調査（注12）によれば，水牛は4 -

5歳で使用可能となり，平均10.5年使役できると

される。水牛が死ぬと肉は消費され（干肉にする〉，

皮は干して売るが，ある場合は死体ごと売る。

1948年の調査で子牛の購入価格が平均985パーツ，

死体の価格が 250パーツであったから「減価償却

費jは70パーツであった。現在のパーンプラーオ

の水牛の価格は，ほぼこの倍になっているとみて

よい。

｜司じ調査で価格の高い用具としては，舟を除く

と，竜骨車309パーツ，風車429パーツ，唐箕498

ノミーツ，などである。このほかはすべて 100パー

ツ以下であり，最高の撃が80パーツである。現在

のパーンプラーオでは舟，竜骨車，風車はほとん

ど使用していないから，もっとも高い出費は唐箕



である。 J,lf誌と ;J＜.やの購入の場合にのみ1000パ一

、ソ i引.＇（の出資が必要である。

〔，1:.8〕、571,C? 9 r芯17ii, :;・)uiι!OJ i) It少

に＜ ＇九； ＇，Ji.f)i L心、l床ある悦討i見料＇， 10ソf上U.:i:も

’k t乍I1 :f;!.8f)J i泊i ,・ !1"んで調f::,ti以l・';_ 1＼：、，;fI / '. ¥J 

': ：＇，； 仁＼ j;//q:2［！く No.49 （小fl31) i () I J l・ j1j¥ 

L、／；， t"' トi:; ,;;: i仁，）； ・,・ Jノムか ' jこfこ1,-',, e：、f'.＇？口 58），ゾJu 

j こY，〆：） 0 

Ci 1: 9）二 c')j也J}v!l),Jlllu 』七，＼~； I.Ji.; C 1 !1: L、

'J(I>,:, i, ＇.、r:,': ;,, ，.＿，れる。数 !It代にわl.リJ:J也t勺i

'.; ＼、！【＇.＇’＇！，i1, t,J i( t J, ,::, o あるいは111?I：：、， ' ~v . .'.' I，’J数

J•よ ii\ （屯／人i;＇ど） j）ぷ，許をつく＇J）かも j、111l!,L、。ソン

ノッ： J1!!1J<: :.':?Oil':k;I山ifiかI';)jff]J )) ・1、IL／；、」！ :'・t ＇こ，

リJLr( l、.ji、j、f’Iiト支払と，＇f，・，ぶ1f（叫ん本f'I:・kil¥1J'iI I ・c 
.. 
.Y! ' f 、。

( 1 i' 10) ！日日.：：：「，1，川タイ糸口地川υJC: Jf’Jd1＇；－←十

〆 I・ •.. ..1 ッフ Jノfjlj」‘ er，ノ fUii＼』 江n4 ｛~：.n, :; 
l!l7 l :1〕心

Cii'll) l!l7'.c :1・ 4 Ji I:[; Ii:., I Nakhon Phatbom 

リ人 l ) /,',j f，＇.よ J：。 : ,,., j也fo(ttH術的51::jjf地J,,＼であり，

Nakho日 Na戸、k .＇状汎立》分に； U[tll L ・,:: ＼、 ζ,1.＇.（か

.：汁 ＇v O 

(j]:]4) Kam叶lJa’tlekha, 0/1. cit., pp.リ8 !Iリ．

IV 経営に｜主lする若干の考祭

前節では伝統的農村の世帯形成システムとその

下で営なまれる農業経営が，土地所有の不均衡と

労働力配分の不均衡とを通じて変容を迫られてい

ることをみてきた。ここでは，以上のような土地

所有と労働力配分の下に展開する農業経営につい

て，きわめて初歩的でラフな分析を試みることに

と1 て， IJliUriでみられた変容をもち ι 市I］の角度

から汚察すぬこととする。

ます収入れ項目でもっとも基本となるのは米の

版売である。このほか，（1）地主の場合は小作料，

(2）日雇収入，（3）野菜，家畜の販売，（4）蔑外濯用収

入などがある。（1)を除き，米の販売額のように正

確な数字を期待することはむずかしい。とくに，

タイ米「ltミ来（｝）経済愉.li'l

はじめに調査を手がけた第12［.孟の；場合，（2), (3), 

(4）の諮項目は不確か，不明のため基本表の欄が空

白となっている個所が多い。

支出の項目では，小作料， 日雇労賃，手I］子，が

基本である。このほかは）肥料代，（2）米の輸送料，

(3）トラクグー賃料，（4）水牛賃借料，などがある。

このうち（1）は各戸に共通するが，（2), (3), (4）はご

く一部の経営のみにみられる支出項目である。

以ーとの収入，支出項目のうち重要な現金項目は

余剰米販売代金と日雇労賃，利子，肥料代である

と与えられる。米の販売価格として当時の籾価相

場 1クイアン 700〆ーツを基準とし，肥料価格は

1袋（50キHグラム〕当たり 100パーツとする。利

子支払額は，実際には短期負債もありうるが年利

で換算し， I己金返済の f•J能性もあるがこれを除外

した。以上のような仮定のもとに基本的収入であ

る米の販売による収入と，基本的支出である f＇.！挺

労賃，肥料，利子支払との差額から現金収益を：算

出すると第7表（A）のとおりである。

そのほかに出費がないものと仮定して収入より

も支出が上回り，現金収益が赤字となる経営が7

戸ある。さらに収益が1000パーツ以下で，実際に

はその他出費を加えると農業経営による収益はほ

第 7 表 iiJ能現金農業収益

｜籾価 1クイアン；籾価 1クイアン
700パーツの場合，1000パーツの場合

(A)• (B) 

t,2000パーツ以下 l 2（戸）
62000-L¥JOOO i 2 
凸1000 0 :i 
0・-1000 11 
l 000-2000 l :l 
2000---3000 10 
:l000-4000 8 
4000-5000 1 :1 

5000ペ｝ツ以上｜ 5 

(t 計 I 57 
平均値 19,Uパーツ

l （戸）

I) 

7 
10 
12 
4 
19 

57 
4122パーツ

〔注） （米の販売額〕ー｛（日程労賃）十（肥料代）十（手I]

子支払額） l ＝（現金農業収益〕，と仮定する。
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とんどなし、かきわめて少なし、とみなしてよい経蛍

が11戸ある。この経営収益をすべて家計支出に回

すものと仮定すると，普通 1日の現金生計支出は

最低5 10パーツとみられるから，最低約2000パ

ーツ以上の農業収益が必要である。 t：の意味での

農業経営収益が1000パーツ以上2000ノ4ーツ未満の

経営も13戸あるから，全体として2000パーツ未満

の現金農業収益しかあげられない経営は31戸あ

る。この当時の籾価 lクイアン当り 700パーツを

基準とする限り，農業を専業とし，農業収益を家

計支出に回せる経営は57戸中26戸にすぎず，農業

経営世帯全体の半分にも満たなし、ことがわかる。

米作以外の農業収入（野菜，家畜のWi売など）は大

体500バーツ未満が多いと恩われるので，農業収

益上の大きな変化はない。全世帯80戸のうちこの

当時の籾価水準の下では農業経営から上がる収益

を基本として家計支出をまかなうことのできる家

計は，どんなに多く見積もっても 3分の 1しかな

かったことが以上でほぼ明らかであろう。

ここでもし平年の籾価とされる lクイアン斗り

1000パーツを基準にとると，現金農業収益の分布

は第7表（闘のとおりである。これによれば収益

2000ノξーツ未満の経営世帯はわずか12戸にすぎ

ず，続りの最大45戸は農業収益をすべて家計支出

にふり向けると仮定すれば，最低限の生活を送れ

る可能性がある。米価水準が農業収益に決定的な

影響を与えることが明らかである。

農業収益をすべて家計支出に回すと」、う仮定は

一般には必ずしも現実的でないが，限界的農業経

営の場合“ドンブリ勘定”の現実があり，かなり

現実的な仮定となることもある。そのことはさて

おき，家計支出2000パーツというボーダーライン

はやや低きにすぎるかもしれなし、。ある調査によ

れば，現金による平均家計支出は Ayutthaya73 
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42パーツ， Chiengmai3402パーツ， KonKhaeng/ 

Nam Phong 3240パーツ， PhuWieng 2381ノξー

ツであるcr.t:I ）。パーンプラーオのニつの区の農・業

経営収益（上の意味での〉は籾価 lクイアンを700

ノ〈ーツとすると57戸平均1941パーツである。この

籾価水準では家計支出はもちろんのこと，次期農

業経営支出の現金は全く残らないはずである。籾

filliを1クイアン1000パーツとして平均現金農業収

益は4122パーツとなり，ょうやく Ayutthayaを除

く地域の家計支出をやや上回る現金収益をあげる

条件が生じることになる。

以上できわめて大まかな経営上の現金収入，支

出および収益の構成を考察したが，以下でその収

入，支出の項目にやや詳しい考察を行なうことと

する。

米の販売量は57戸につし、ては 1戸当り平均6.9

クイアン（合・，；＋391ケイアン）である。 57戸の米の総

収量は622.2クイアン（ 1戸当り平均10.9クイアン）

であるから販売量の総収量に対する割合は63%で

ある。 Uthit博士の1968年の調査によれば，中部

15県1864戸の平均販売量は6.98クイアン，平均収

尾11.2クイアンの62%である（注2）。 57戸の平均収

最，平均販売量，販売率は中部の平均にきわめて

近似しているといえる。しかし個々の農家をみる

と，自家販米分も残さずほとんどすべて売ってし

まう農家，つまり販売率が 100%に近いような農

家が前述のように57戸中21戸もある。このほかの

農家はほぼ2-5クイアンIの自家飯米，物々交換

や飼料や種子用の備蓄米を残して，その他の米を

デ己ることになる。

前述のように71年の価格水準 1クイアン当り

7仰パーツを前提にすると，米作経営により笈)00

ノミーツ以上の収益の上がる農業経営世帯は57戸中

部戸にすぎなかった。これは全戸80戸のうち 3分



の1にすぎず，したがって残り 3分の2の世帯は

なんらかの形で農外収入に依存しなければ家計を

維持できなL、。

農外収入のうちもっとも多いのは日展による収

入であろう。この日雇収入の中には，農業従事者

の近所への日展手間賃，季節的出稼ぎ．大工など

専門的技術による収入，などが考えられる。これ

らの日雇労働による収入は年にたかだか2000パー

ツであり，か IJfこ1000パーツ未満と1000パーツ以

上2（胤）パーツ以下とに区分すれば，数字の判明し

た20世帯についてはほぼ半々の割合である。さら

に詳細な調査をすればおそらく前者の1000パーツ

未満が多いにちがいなL、。

子供や世帯主，夫婦などの半ば恒久的な農外雇

用による収入はほとんど明らかではないが，判明

した 8件ほどの例では2000ノ〈ーツ以下が多U、。最

I高所得者；まTangKhuaiの小学校長（W,12[{No・B6)

で，月給1250パーツ年収 i万5000パーツをえる。

また同じ第12LtNo. 41は娘婿がトラックの運転

手で，月収700-800パーツ，年収5000-6000パー

ツ程度を稼ぐ。実はレかしこの小学校長や運転手

のような例はまれであり，普通恒久的な出稼ぎは

出稼ぎ先で生活しながらの仕送りであるため，年

に2000パーツ以下のことが多い。回答例の中では

1000-2000パーツが多い。

なお米作以外の農業収入としては野菜の販売，

養豚が代表的なものである。野菜は屋敷地の中の

家庭菜園の一部を近くの市場に持っていき売る程

度である。また養豚もこの地域では l, 21¥貨の仔

！！家を育てて売る程度で，あくまで片手間の仕事で

ある。これらの米作以外の農業収益は大体数 100

パーツどまりで，米作による収入の比ではなく、

ほぼその 1割前後にすぎないとみられる。

以」ょのように，収入源としてもっとも重要な項

タイ米作農業の経済韓毒:ti

目は，米の販売，日雇収入，農外雇用収入の項目

である。米の販売による収益がマイナスとなる農

家は第7表（A）にみるように57戸中 7戸あるが，こ

れらの農家がそれにもかかわらず経営を維持でき

るのは日雇や農外雇用の収入があるためにほかな

らなし、。明らかに赤字かあるいは収益がほとんど

ないにもかかわらず米作を続ける理由は，次のよ

うな点に求められよう。

第 1に1971年（そして次の72年）は異常な低米側

の年であり，もし米価が平年どおりの水準にあれ

ば，第7表（B）のように赤字世帯はほとんどなかっ

たとみられるにもかかわらず，多くの農家が突然

赤字に陥り， しかも急速な対応策をとるすべもな

く伝統的米作に固執したためである。

第2に特定の農業経営世帯の家族労働力が不足

し，しかも「ゆU、j慣行が消滅しつつあるために，

農繁期のH雇労働の働き口がごく近在にあり，ま

た建設工事現場での働き口もふえたため，よほど

の事情がない限り挙家離村はせず，家屋と屋敷地

を残して家族の一部が農村に居住して兼業を行な

える条件があるためである。とくに年齢が高くな

るほど近辺に仕事をさがし，遠くへの出稼ぎを嫌

う傾向がある。

第3に，短期的にみれば米の販売による現金収

入は，出稼ぎ地でのなれなヤ不安定な労働による

収入と比較して，安定しているという事実がある。

米価が正常にもどれば米の販売収入が上がるとL、

う期待感もあるだろう。いずれにしても伝統的な

米作りによる安定した生活という意識は依然とし

て根強いものがある。

しかし以上のような事態，すなわち赤字を出し

でも米作りに固執しているという事態は，短期的

にはともかくとして長期的にみると変化せざるを

えないだろう。その根拠としてほぼ次のような事
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情が考えられる。

第1は米作コストが現在より低下する可能性は

きわめて少ないことであるο1ライ当りの現金コ

ストは中部においては平均 100パーツ前後とみら

れる但3）。パーンプラーオはまだ日雇労賃と利子

支払以外にはとくに大きな支出はないので，この

中部の平均水準には及ばない例がほとんどである

が，今後，新品種肥料，殺虫剤，機械などの導入

が進行するにつれて，これらの近代的投入財に対

する出費がふえ，米作コストが上井することはほ

ぼ確実である。現在まだ現物であるが，中it日では

地方により小作料の金納｛じが進んでおり，小｛竹斗

の現金化も予想される。

第2には教育水準の向上，都市化の影響などに

よる農業従事の子供数が減少し，農業労働力の不

足現象が生じるとみられる点である。農外流出は

土地に対する人仁l圧力の結果によって生じるので

はなく，むしろ外部から流出を促す Pull要閣が

あり，これが農外流出の世帯員数を増加させてい

る，とされるがCil:4)，特定の農家 ？たとえば富

裕な農家一一ーにとってこのことは事実であろう。

労働力の不足は，現在の低米価水準の下では，特

定の農家を除くと，一般には米作選好を弱めるの

ではないかと恩われる。技術的先進地帯に見られ

る休耕回（NaRang）のおびただしい存在位5）は

このことを証明する d つの材料となりうる。

次に57戸の経営支出の項目についてやや詳しく

検討してみよう。

小作料はこの地方では例外なく机lで支払われる

ので現金支出からは除いたが，ここで少し検討し

ておくことにする。

小作料の相場は普通 1ライ当り 8-12,13タン

グの定最払いであり，これをド回ったりと凶った

りする例はまれである。この 8-12,13タングは
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大体ライ当り平均収量の2分の 1から 3分の Iの

比率にあたる。 10タングを大きく上回る例は次の

ような伊lである。

第 9IA No. 8は53ライの小作地に対し7クイア

ン（7川タング）の小作料を支払う。この小作地の

平均ライ当り収量は31タングで，この地方として

は議高水準の部類にはいる。第 12区 No.8は30

ライの小作地に対し4クイアン（400タング〕の小

作料を支払うが，この小作地のライ当り収量は30

ゲングである。 No.38は小作地45ライに対し小作

料5.5クイアン（550タング〉を支払うが，この小作

地のライ当り収量は30タングである。小作料が高

いのはその小作地が単位面積あたりの収量が比較

的高い優良地であるためとみられる。つまり小作二

料は臼然的土地生産性を基準にして決定されてし、

る。

小作料として納められる籾の総量は 113.6クイ

アンであり，総収～量622.2クイアンの 18.2%にあ

たる。 57戸の総小作面積は 994ライであるから，

小作地lライ平均小作料は11.4タングとなる。小

作料支払額の分布は第 8表のとおりである。

次に現金支出の検討をすることにしよう。まず

肥料の使用状況をみると第9表のとおりである。

経営面積と肥料の使用量との聞に必ずしも規則的

第 S表

0-・・1クイアン
1『ー2
2・一日
；ト『4
4-5 
5-6 
6一【7

7クイアン

・(t 計

総支払晶
l 戸平均

小作支払最

｜戸数

3戸
8 
4 
7 
8 
1 
4 

36戸

113.6クイアン
3.2クイアン
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100ライ以上

関係は認めちれないが，経営面積10-50ライと肥

料 1-5袋との聞ではかなり照応関係がある。全

経蛍面積2373.5ライに対し，総肥料使用量は221袋

(= 1万1050キログラム）であるから，平均ライ当

り使用量は約 4.7キログラムである。また 1戸当

り平均使用量は 3.9袋である。中部の水準からみ

てこの肥料の使用量は低い部類にはL、るのではな

いかと思われるC/t6)0 

単位面積あたりの肥料使用量がもっとも多い例

は第9区No.24の19.5ライに対する300キログラム

（ライ当り 15.4キログラム〉，第四区 No.41の23

ライに対する 350キログラム（イ当り 15.2キログラ

ム）である。ライ当り 15キログラムの施肥料はナ

コンナーヨック県としては最高の部類に属する。

肥料の価格は袋（＝回キログラム〉当り商人から

第10表肥料7袋以上使用農家のヲイ当り収量例

世 帯 ； ライ当り収量

7 袋 第9区 No.21 28.9タンゲ

” No. 26 
24.0 

第12区 No.41 i 21. 7 

8 袋 第9fi¥: No. 25: 21.5 

9 袋 第12区 No・14I 28.6 

10 袋 11 No. 17 24.5 
，， No. 36 35.0 

11 袋 H No. 5 31.3 
II No. 8 30.3 

13 袋 II No.12 28. l 

タ イ米作農業の経済構造

買うと 105パーツ，農民会から買うと95パーツであ

るが，いずれにしてもまだ肥料購入額が1000パー

ツをこえる経営世帯は 3戸にすぎず，残りは1000

ξーツ以下であり，下に述べる日雇賃金支払額と

比較してまだ少なν、。

一応の目安として 7袋以上の肥料を使用してい

る農家をとって，そのライ当り収量をはかると第

10表のとおりである。施肥料と単位面積当り収量

との聞に必ずしも明瞭な規則性はないように思わ

れる。おそらく，大量に施肥するのは低い自然的

土地生産性をカバーするためであろう。また経営

面積が大きい場合は粗放化に傾きがちなことも影

響しているだろう。

次に現金支出のうちもっとも大きな比重を占め

る日雇労賃の分析を行なうこととする。

55戸（残り 2戸のうち 1戸は不明， 1戸は籾で支払

のため）の日雇労賃の支払総額は8万6おOバーツ

で1戸平均1568パーツである。米の販売額総額を

391クイアン〈クイアン当り700パーツ〉とすると，

日雇労賃支払額はその実に30%以上を占めること

になる他7）。これは経営農家にとっては高コスト

を意味するが，二つの区およびその周辺の世帯を

全体として考えれば，経営農家から非農家に対す

る所得の再配分の機能をも果たすと考えられる。

度数分布でみると日雇労賃は第11表のとおりで

あるが，これだけではどの範囲に特に集中してい

るとし寸特徴もない。そこで次の手段として経営

第 11表 日雇労賃支払額

0パーツ
ら伺パーツ未満
500-1000 
1000-1500 
1500-2似）（）
2000-3000 
筑削以上
不明その他
合計
平均

6戸
7 
8 
9 
8 
9 
8 
2 

57 
1568パーツ

一一一一←一
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平均41.6ライである。 57戸の経営規模の分布は第

12表のとおりである。 50ライ未満が 75%を占め

る。 10ライ未満の経営規模を切り捨てたため，

音｜‘

1 

戸当り経営規模はかなり大きくなっている。

1人当り平均経営面積は第9区14.6ライ，第12

IK12.2ライ，全体の平均12.8ライである（第4ヨ侵入

また農業従事人口は第3表にみたように 2-5人

の聞に分布する例が圧倒的に多いが，平均して 1

tiあたり第9区3.2人，第四区3.3人である。

農業従事人口 1人当りの経営面積と日雇労賃と

は，第6図に見られるように比較的相関関係があ

つまり経蛍面積に対する労働力の相対的不足

日雇労働力が導入され，
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10-15ライ
15-20 
20-25 
25-30 
30-35 
35-40 
40ー45
45-50 
50-55 
55-60 
60-65 
65-70 
70ライ以上

合計

平 均値

る。

41.6ライ

面積と労働力の比率，つまり農業労働力 l人当り

の経営面積と支払労賃の関係を検討してみること

とする。

こ.h,tこよ

って農業経営を行なうことができるわけである。

農業従事人口3.2-3.3人で平均41.6ライを経営す

を補うために，

1戸経営面積は57戸総計で2373.5ライであり，

換業従事人口 l人当Pの経営面積と日雇労賃支払額第 6図
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:, 1米作重量業の経済構造

鋳 13表水牛賃借例

賃借頭数 1頭当り賃借料

40タング
20 " 
50ノξーツ＊

25タンクe

30 " 
150パーツ
20タング
80パーツ
30タング
25 " 

頭1
2
2
 q
’M

’A1
A

ワ
μ

T

i

’A

en一）

転されることになるであろう。また同時に農村に

滞留する日雇労働力は明らかに過剰人口となる。

その他の経費としては，水牛の賃借料，米の輸

送料，揚水機購入，トラクター賃料などがあるが，

第 9 区
No. 7 
No. 10 
No. 24 

第 12区
No. 10 
No. 16 
No. 29 

No. 38 

:,;fo. 41 
No. 46 

キカゴをやる。

この結果が日雇労働力への

依存とそれへの対価の支払いを招き，農業経営支

出に占める日雇労貨の比重を大きくしているので

ある。つまり現在のパーンプラーオの米作経営の

コスト高は具体的には近代的投入財使用の結果生

じているのではなく，労働力の経営面積に対する

ることは無理であり，

相対的不足の結果として生じているのである。

この場合の日雇労働力は前述のように大体数キ

だか

らこれらの村人はこの日雇労働による収入を少な

くとも数百から数千ノξーツは期待できるわけであ

る。つまりこの特定農家の経営の労働力の相対的

不足が，農村の所得再配分の機能を果たしている

この雇用関係は観察したところでは

ロの範囲内に住む村人によって調達される。

ことになる。

あまり一般的でいずれも限られたケースであり，生産手段としての土地の所有者と土地をもたない

はなし、。水牛の賃借は中でも比較的多い事例であ

るので第13表に揚げておこう。

水牛の賃借料支払いはまだ籾の場合が多いが，

むしろ無償の農村労働者との関係というよりは，

労働力交換手段としての「ゆし、］慣行が現金を媒

現金支払いも 3例ある。かつて PakPliで聞いた

この第13

しカ通し

いずれにしても一定の農業経営を行なう階層と全

くそれにあずかれない階層とが存在することが前

その意味ではすでに純粋の双務的労働

介にしてなされているという感じが強い。

表の例はいずれもそれより低い。

負債についての詳細な調査は，最初に調査を手

がけた第 12区についてはまだなされていないの

で，第9区と異なり不明な点が多い。負債の簡単

な特徴をあげておくと次のとおりである。

(1）農民会からの説的パーツの融資は肥料3袋分

程度であり，経済的には大きな意味をもっとは思

われないが，少なくとも農業経営世帯の大半がこ

れを受けている（第9区7戸，第12区4戸〔少なくと

も〕〉。

(2）組合あるいは農業・農業協同組合銀行（BAAC)

による融資は比較的経営面積の大きい農家に限ら

れ，その額は大きu、。第9区では少なくとも 7戸が

1問。－3万パーツの融資を受け，平均8643パーツ

3ラ

例ではαJ:.8〕l頭 150パーツであったが，

提であり，

力の交換を行なえる条件はなヤのである。

今後次のような可能性を考えることができる。

肥料の導入を突破口として，一部に新品種，機械

の導入が始まっていることに示唆されるように，

特定の経営の米作コストは日雇労賃支払額のウェ

ートを減じ，近代的投入財支出へのウェートを強

この傾向がたどちに現在の土

地に対する労働カの相対的不足を解消し，農業経

めていくであろう。

もし；米価

水準を一定とすると長期的にみてその可能性は否

定できない。その場合には日雇労賃のもつ農村内

部の所得再配分機能は減少し，投入財コストに支

払われる資金は直接村外八，都市へ，外国へと移

営の省力化を招くとは断定できないが，



である。第12区では少なくとも 6戸が1200→ 8000

ノξーツの融資を受け，平均4750パーツとなる。年

利は12%。

(3）その他の貸主は村人，商人，反；人，親戚であ

る。利子率は20%と25%の2種類がある。

(4）各農家は以上（1), (2), (3）の信用，負債を適当

に組み合わせて受けている。どれか A つの信用源

に重点的に依存する傾向があるが，（2), (3）の組合

せもあり，第9区では少なくとも 3例，第12区で

は少なくとも 4例ある。

第 9区 No.19 C自作18ライ，小作14ライ 今年より

開始〉は次のような負債を受けている。遇民会より

300パーツ，村長より 4000パーツ（年利20%），商人

より 1500パーツ（25%〕，兄弟より 400パーツ（100

ノ守一ツにつき 4タング〕。最後の例は現金で金を借

りて元金，利子を現物の籾で支払う方法であるが，
トツタ カ ＊

最近この返済方法 TokKhaoはきわめて少なく

なってきているく注9）。

(5）借金がないと答えた農家が第121互に少なくと

も4戸あった。多分数百パーツの負債をもっ農家

と同類である。 500パーツ未満の負債をもっ農家

は第9底で3戸，第12区で7戸である。規模の小

さい自作，小作，自小作がこのうち 9戸を占め

る。

前述のように負債額規模は一部の例外を除くと

経営規模，所有規模に比例しているとみられる。

組合や銀行の融資は，生産目的に限定されている

し，村人，商人などからの負債も 1万ノfーツ単位

の負債は子供の学資，士地，機械の購入に限られ

る。今後新しい技術体系が形成されるにしたが

い，生産目的の負債の比重が増すことはほぼ確実

である。

（注1〕 Fuhs,F. W. & J. Vingerhoets, Rural 

Manpower, Rural Institutions and Rural Em 
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ρloy押ientin Thailand, NEDB, 1972, p. 85. 

(iH 2) Uthit Naksawat, Phawa Nisin lae Kan 

Kha Khao khong Chaona Phak Klang Prathet 

Thai 1967/68, NRC, 1970, p. 62. （タイ｜叫中古g農家 Ct

i貨・米穀P.＆光状況〕

（出 3) ウティット｜寺と臼・＇ 1'(/J調丘で113.7パ－ •/' 

[i4家統計1;,;J） 凋ftて96目 14ノ〈ーツである。（Uthit，。j’－

cit., pp. 59-60.) 

〔il4〕 Fuhs,F. W. & J. Vingerhoets, op.「it.'

pp. 102-104. 

( i ); 5) 1972 11, -' J Nakhon Pathom県， Nakhon

Chaisi, Bang Leng若（J）観察による。

〔i・I!6〕 ウテイット「宇土，））調査では， 1子z当り 9.1

袋（455キログラム〕， Iライ当り 9.8キログラムと推

定されている。（Uthit,oρ，cit., p. 58.) 

(i-1；よ 7) 総小「ト支払い散は米の総収量の18.2%であ

った。

〔i'i:8) 197lfド拙稿cm,i主（10）に同じ） 107ベージ。

Ci主9) ウチイット｜宇土の調査によれば，農家 IJi 

当り平均J川 y グ・カオによる負債額は4404.5バ－＇.＇／

中501町2ハ－ ；；で約11%となっている。（Uthit,op. cit., 

p. 72.) 

む す び

以上ナコンナーヨック県ノξーンプラーオ村の二

つの区の事例に依拠しながら，伝統的技術体系に

依存する農業の土地と労働力を中心とした考察を

通じて，また農業経営の分析を通じて，中部米作農

村の技術的後進型と特徴づけられる農業構造の見

取図を描いてみた。冒頭にも記したように，筆者

の意図は，この農業構造が伝統的な農業構造の中

から生じ，一定の商品経済関係の中で変形を加え

ながらも，とくに1960年代の経済発展の中でどの

ような画期的新展開を示し，これに従ってどのよ

うな農民層分解の形を生み出しつつあるのかを，

事実に即してあとづけてみることにあった。残念

ながらこの意図が十分に実現されるような結論を

導き出したとはいえない。その理由としては次の



ようなことが考えられる。

まず第1に調査サンフ。ル数がきわめて少なく，

しかもあまり精密なデータがないにもかかわら

ず，大胆な仮説，推論を行ないすぎたことである。

しかし方法的にL、えば，どんなに精密なデータを

積み重ねても，後者における大胆さがなければそ

のデータをもとに一つの法則を見い出すことはで

きないとャうのが筆者の信条である。おそらく両

方の作業の積み重ねのみがみのりある法則の発見

をもたらすのであろう。

第2には，この種の農村調査によっては，過去

からの歴史的動態的な過程を事実に即して明らか

にすることがきわめて困難であるという事情によ

る。たとえば，土地と労働力の配分の構造を－－－~世

代前にさかのぼって明らかにする作業はきわめて

困難である。しかし，少なくとも構造的な土地や

労働力の集積がなく，両者がサイクノレを描いて一

つの世帯形成システムとその下での農業経常を生

み出していくことを伝統的形態とした小農的農業

構造においては，数世代前からの土地と労働力の

配分構造の軌跡を明らかにすることがぜひとも必

要であり，それなしに村の階層構造を明らかにす

ることはできまい。

第3には，この地域の技術的後進性という特色

に起因する農業構造変容の過渡的性格のためであ

る。おそらく本来的な意味での「新しい生産関数

の形成」，新しい生産力の形成はこのナコンナー

ヨックのような技術的後進地帯においてではな

し技術的先進地帯においてもっとも典型的に見

られるであろう。ナコンナーヨック県の農業にお

いては全体的にみて，土地と労働力の配分構造が，

商品経済の影響の下で伝統的システムからは離れ

つつあるにもかかわらず，技術革新の波をようや

く受けはじめた段階であり，これらの技術革新を

タイ米作農業の経済構造

通じて，いったん伝統的システムが崩壊して生じ

た土地と労働力の配分がある方向性をもって構造

的に定着・してゆく全過程を見通すことができない

事情にある。おそらくこの技術革新＝新しい技術

体系の下での土地と労働力の配分構造，そしてそ

の下で展開する農民層分解の新しい様相は技術的

先進地帯の事例の分析とその後進的類型との対比

の中で明らかにされるであろう。

第4には調査時点が1971年という異常な低米価

の年であり，正常な低米価の年と比較して，たと

えば農業経営上の収益の多少による階層分解の様

相などが十分に把握できなかったことによる。と

くにこの低米価の事態はとくに農業従事労働力の

配分構造に異常な影響を与え，このため農外収入

の比重が異常に重要になったとみられる。筆者が

この調査の報告を鴎賭したのは一つにはこの異常

時を考えてのととであった。

およそ以上のような諸理由によって，多分その

大半は第 lの理由によって，筆者の意図は実現さ

れたというにはほど速し今後のより詳細な調査

のための枠組をつくる手がかりができたにとどま

る。しかし以上のきわめて初歩的でラフな考察と

分析の中からも次のような点がほぼ明らかになっ

た。

(1）伝統的な土地の獲得・配分のサイクルは主と

して地価の高騰とその結果としての購入による土

地追加の可能性の低下のため順調な進行を妨げら

れつつある。この結果次世代への相続地の分割規

模も制限される傾向にある。他方でこれと逆に，

A 部の在村地主への土地集積と不在地主への土地

集中とが進行しつつある。前者の場合は依然均分

相続の建前が貫かれているため，構造的な大土地

所有が形成されるか杏かは不確かであるが，後者

の不在地主の土地集積と集中化傾向はかなり構造
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的なものとみられる。

(2）労働力は，特定の大規模経営では不足してお

り，この不足分は「ゆいI慣行の消滅のため，日

雇労働力で補充される。この日雇労働力は基本的

には，近隣の土地の全くない日雇労働者二世帯およ

び労働力に対して経営，所有規模が相対的に少な

い世帯の季節的，構造的余剰労働力によって補充

される。この労働力不足は土地の集積，経営地の

集積にもかかわらず家族労働力の一部が農外に流

出する結果として生ずる。しかし近隣の労働力に

よって補充される限りでこの特定の経営の均衡は

保たれる。

(3）農業経営収入のもっとも基本的な項目である

米の販売による収入は， 1971年の価格水準では80

戸中26戸（約3分の I）の農家に農業収入のみで

最低限の家言｜支出を保証することができるにすぎ

ないが，収穫が一定で米価が回復すれば51!11］以h

の農家の専業化が可能である。米価水準は農業収

益に決定的な影響を与える。

(4）農業経営支出の最も基本的な項目は日雇労賃

支払の支出でああ。次に煮要なのは肥料および負

債利子支払であるが，負債は特定の土地所有農家

に偏る傾向がある。今後技術革新の進むにつれ，

肥料はもちろんその他近代的投入財への支出の比

重が増し，日高労賃支出の比重が相対的に低下す

る可能性がある。日雇労賃はこれまで農村の内部

においである意味で大規模所有，経営農家とそう

でない農家との聞の所得再配分の機能を呆たして

きたのであるが，その機能が消滅し，潜在的過剰

労働力としての日雇労働力は現実に過剰となる。

(5）農産物価格水準と米作コストとのかねあいは

土地と労働カの配分，生産的利用度を決定するも

っとも重大な要因である。前者が依然として低水

準であるにもかかわらず，後者の上昇傾向が予想
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され，しかもそれが労賃コストから投入財コスト

への比重を高め，かつもしコストに見合う収益が

必ずしも期待されない場合は次の事態が予想され

る。第 1は土地の生産的役割の低下と投機的役割

の増大，第2は農村における雇用機会の減少と労

働力過剰の顕在化，第3はごく一部の生産性をあ

げうる企業的農業の成立とその他農家の兼業化，

半賃労働者化。農家を上，中，下に分ければごく

e郎の上層は農業の企業化あるいは土地の投機化

による寄生化によりますます富裕となり，中は兼

業化を通じて経営収益は犠牲にしても農業を維持

し， 下は農外雇用を原則として適当な雇用源がな

い限りで過剰労働力人口を形成する。

(6）ナコンナーヨックの農業は（5）に予想される事

態の初期段階にさしかかったところである。技術

的後進性のため，農民層分解は基本的に土地と労

働力配分の不平等を通じて生じている。しかしこ

の分解は一方での村内における土地集中の未成熟

さと，他方での都市化の影響による上層農家の労

働力不足とによって，日雇賃料支払という形での

所得再配分が行なわれるため，徐々にしか進行し

ない。米価の低水準もこの事態に貢献するー要因

である。米作コスト高は基本的には労賃コストの

上昇という形をとっている。

以上でかなり大胆な仮説と推論をまじえて，

1960年代の経済発展がもたらした新しい様相を念

頭において，技術的後進型の農業構造とその下で

の農民層分解の特徴をさぐってみた。くり返し釈

明したように，この報告は調査データとしては全

く不完全なものである。また方法論的にも，さし

あたり生産3要素の分析の形をとっており，まだ

本質的議論を展開しているとはいえない。今後の

課題としたい。

（調査研究部）


